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J-34 歯周外科手術③

《令和３年２月２６日新規》

○ 取扱い

原則として、「歯根露出」又は「象牙質知覚過敏症（Ｈｙｓ）」病名で、

「Ｊ０６３ 歯周外科手術 ６ 歯肉歯槽粘膜形成手術 ハ 歯肉弁側

方移動術」の算定を認める。

○ 取扱いの根拠

歯根露出又は象牙質知覚過敏症は、物理的要因に伴う限局性の歯肉退縮

が原因で発症することがあり、この場合に、退縮した根面を被覆すること

が臨床上あり得るものと考えられる。


